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(57)【要約】
【課題】エンジンの状態に応じて効率よく蓄熱と放熱と
を行い、システム内の効率的な熱利用が可能となる蓄熱
システムを提供することを課題とする。
【解決手段】ＥＣＵ５０は、蓄熱－暖機制御を行う。Ｅ
ＣＵ５０は、蓄熱槽内油温がエンジン内部油温よりも高
いときに、潜熱蓄熱材６中を通過する油量がバイパス経
路９を通過する油量よりも多くなるようにする。蓄熱槽
内油温がエンジン内部油温よりも低いときに、潜熱蓄熱
材６中を通過する油量がバイパス経路９を通過する油量
よりも少なくなるようにする。ＥＣＵ５０は、油循環経
路３を流通する油の温度が油の過加熱を判断する閾値を
越え、かつ、冷却水温がオーバーヒート判定温度に対し
て余裕を有するときに、冷却水排気熱回収器１６、油排
気熱回収器１９の双方で排気熱回収を行うように排気熱
回収制御を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンの内部の潤滑に供される油が循環する油循環経路に組み込まれ、前記油及び固
体と液体との状態変化により蓄熱する蓄熱体を内部に収容する蓄熱槽と、
　当該蓄熱槽の内部に収容した前記蓄熱体をバイパスするバイパス経路と、
　前記油循環経路及び前記バイパス経路に油を循環させるフィードポンプと、
　前記蓄熱体中を通過する油量と前記バイパス経路を通過する油量とを調節する調節弁と
、
　エンジン温度を測定する測温手段と、
　前記蓄熱槽内に存在する油の温度である蓄熱槽内油温を測定する測温手段と、
　前記蓄熱槽内油温が前記エンジン温度よりも高いときに、前記蓄熱体中を通過する油量
が前記バイパス経路を通過する油量よりも多くなるように前記調節弁を制御し、前記蓄熱
槽内油温が前記エンジン温度よりも低いときに、前記蓄熱体中を通過する油量が前記バイ
パス経路を通過する油量よりも少なくなるように前記調節弁を制御する制御手段と、
を、備えることを特徴とした蓄熱システム。
【請求項２】
　請求項１記載の蓄熱システムにおいて、
　前記制御手段は、前記蓄熱槽内油温が前記エンジン温度よりも低く、かつ、エンジンの
暖機が完了したと判断したときに、前記蓄熱体中を通過する油量が前記バイパス経路を通
過する油量よりも多くなるように前記調節弁を制御することを特徴とした蓄熱システム。
【請求項３】
　請求項１記載の蓄熱システムにおいて、
　前記エンジンの排気流と前記エンジンの冷却水との間で熱交換を行う冷却水排気熱回収
器と、
　前記エンジンの排気流と前記油循環経路を循環する前記油との間で熱交換を行い、前記
排気流に対し、前記冷却水排気熱回収器よりも下流側に配置される油排気熱回収器と、
　前記冷却水排気熱回収器において排気熱回収を行うか否かの切り替えを行う冷却水排気
熱回収切替手段と、
　前記油排気熱回収器において排気熱回収を行うか否かの切り替えを行う油排気熱回収切
替手段と、
　前記油循環経路を流通する油の温度を測定する測温手段と、
　冷却水温を測定する測温手段と、
を備え、
　前記制御手段は、前記油循環経路を流通する油の温度が油の過加熱を回避する閾値を越
え、かつ、前記冷却水温がオーバーヒート判定温度に対して余裕を有するときに、前記冷
却水排気熱回収器において排気熱回収を行うように前記冷却水排気熱回収切替手段を制御
すると共に、前記油排気熱回収器において排気熱回収を行うように前記油排気熱回収切替
手段を制御することを特徴とした蓄熱システム。
【請求項４】
　請求項１記載の蓄熱システムにおいて、
　前記エンジンの排気流と前記エンジンの冷却水との間で熱交換を行う冷却水排気熱回収
器と、
　当該冷却水排気熱回収器で熱交換を行った冷却水と前記油循環経路を循環する前記油と
の間で熱交換を行う油排気熱回収器と、
を備えたことを特徴とした蓄熱システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項記載の蓄熱システムにおいて、
　前記油循環経路における前記蓄熱体の詰まりの有無を判定する判定手段を備え、
　前記制御手段は、前記判定手段が前記蓄熱体の詰まりが有ると判定したときに、前記冷
却水の循環を抑制する制御を行うことを特徴とした蓄熱システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄熱システム、特にエンジンの発する熱を有効に利用することができる蓄熱
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、熱交換媒体が、固体と液体との状態変化により蓄熱する蓄熱体と直接接触するこ
とで、両者の熱交換を行う蓄熱式熱供給装置が知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２６６６０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記蓄熱式熱供給装置は、熱交換媒体と蓄熱体とが、例えば、配管壁を介する間接的な
熱交換を行うのではなく、熱交換媒体と蓄熱体とが直接接触して熱交換を行う。このため
、効率的な蓄熱、放熱を行うことができる。
　このような装置は、エンジンに搭載し、潤滑材である油を熱交換媒体としてエンジンの
暖機に供する蓄熱システムに応用することが考えられる。この場合、エンジン自体が熱源
となり、その一方で、エンジン自体が被加熱体となる。このため、油が十分に温まらず、
蓄熱体が蓄熱する熱量が少ない状態でエンジンが停止することも想定される。この場合、
次回エンジン始動時の暖機が迅速に行われない。
　このような事情を考慮すると、上記蓄熱式熱供給装置は、当該装置をエンジンに搭載す
る蓄熱システムに適用するために、改良の余地がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、エンジンの状態に応じて効率よく蓄熱と放熱とを行い、システム内
の効率的な熱利用が可能となる蓄熱システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するために、本明細書開示の蓄熱システムは、エンジンの内部の潤滑
に供される油が循環する油循環経路に組み込まれ、前記油及び固体と液体との状態変化に
より蓄熱する蓄熱体を内部に収容する蓄熱槽と、当該蓄熱槽の内部に収容した前記蓄熱体
をバイパスするバイパス経路と、前記油循環経路及び前記バイパス経路に油を循環させる
フィードポンプと、前記蓄熱体中を通過する油量と前記バイパス経路を通過する油量とを
調節する調節弁と、エンジン温度を測定する測温手段と、前記蓄熱槽内に存在する油の温
度である蓄熱槽内油温を測定する測温手段と、前記蓄熱槽内油温が前記エンジン温度より
も高いときに、前記蓄熱体中を通過する油量が前記バイパス経路を通過する油量よりも多
くなるように前記調節弁を制御し、前記蓄熱槽内油温が前記エンジン温度よりも低いとき
に、前記蓄熱体中を通過する油量が前記バイパス経路を通過する油量よりも少なくなるよ
うに前記調節弁を制御する制御手段と、を、備えている。
【０００７】
　前記制御手段は、前記蓄熱槽内油温が前記エンジン温度よりも低く、かつ、エンジンの
暖機が完了したと判断したときに、前記蓄熱体中を通過する油量が前記バイパス経路を通
過する油量よりも多くなるように前記調節弁を制御することができる。
【０００８】
　このような蓄熱システムにおいて、蓄熱体は、比重が油と異なるものが選択され、採用
される。これにより、油と蓄熱体とは蓄熱槽内で上下に分離する。本明細書開示の蓄熱シ
ステムでは、エンジンの状態に応じ、蓄熱体中を通過する油量とバイパス経路を通過する
油量とが調節される。蓄熱システムは、蓄熱体が蓄えた熱をエンジンの暖機に利用したい
場合、蓄熱体に通過させる油量を増加させる。蓄熱システムは、また、エンジンの燃焼熱
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を蓄熱体に蓄えたい場合にも蓄熱体に通過させる油を増加させる。一方、エンジン暖機時
に蓄熱体が蓄えていた熱を利用した後は、油は蓄熱体をバイパスする。すなわち、蓄熱シ
ステムは、バイパス流路を通過する油量を増加させる。これにより、油が循環する系内の
熱容量を低減することができ、エンジンの早期暖機を図ることができる。バイパス経路は
、蓄熱槽全体をバイパスすることによって蓄熱体をバイパスする経路とすることもできる
。
【０００９】
　このような蓄熱システムでは、さらに、前記エンジンの排気流と前記エンジンの冷却水
との間で熱交換を行う冷却水排気熱回収器と、前記エンジンの排気流と前記油循環経路を
循環する前記油との間で熱交換を行い、前記排気流に対し、前記冷却水排気熱回収器より
も下流側に配置される油排気熱回収器と、前記冷却水排気熱回収器において排気熱回収を
行うか否かの切り替えを行う冷却水排気熱回収切替手段と、前記油排気熱回収器において
排気熱回収を行うか否かの切り替えを行う油排気熱回収切替手段と、前記油循環経路を流
通する油の温度を測定する測温手段と、冷却水温を測定する測温手段と、を備えた構成と
することができる。そして、前記制御手段は、前記油循環経路を流通する油の温度が油の
過加熱を回避する閾値を越え、かつ、前記冷却水温がオーバーヒート判定温度に対して余
裕を有するときに、前記冷却水排気熱回収器において排気熱回収を行うように前記冷却水
排気熱回収切替手段を制御すると共に、前記油排気熱回収器において排気熱回収を行うよ
うに前記油排気熱回収切替手段を制御する。
【００１０】
　冷却水排気熱回収器及び油排気熱回収器により、エンジンの排気熱を効率よく利用する
ことができる。油排気熱回収器は、排気熱を利用して油循環経路を循環する油を温める。
温められた油は蓄熱槽に供給される。これにより、蓄熱槽に蓄熱することができる。排気
熱を利用することで、エンジン始動直後から油温を上昇させることができ、蓄熱量を維持
することができる。
【００１１】
　排気熱を油に付与する場合、油の劣化の抑制、発火防止のために、油の過加熱を防止す
ることが求められる。そこで、油循環経路を流通する油の温度が油の過加熱を回避する閾
値を越え、かつ、冷却水温がオーバーヒート判定温度に対して余裕を有するときには、冷
却水排気熱回収器において排気熱回収を行う。これにより、後に油排気熱回収器に供給さ
れる排気流の温度を低下させることができる。油排気熱回収器では、油は、温度が低下し
た排気流から熱を得る。この結果、油の過加熱を防止しつつ、排気流と油とを熱交換させ
、高い蓄熱量を維持することができる。
【００１２】
　また、前記エンジンの排気流と前記エンジンの冷却水との間で熱交換を行う冷却水排気
熱回収器と、当該冷却水排気熱回収器で熱交換を行った冷却水と前記油循環経路を循環す
る前記油との間で熱交換を行う油排気熱回収器と、を備えた蓄熱システムとすることもで
きる。油循環経路を循環する油が、冷却水との熱交換によって排気熱を得る構成である。
すなわち、冷却水を媒体として排気熱回収を行う。これにより、冷却水の沸点以上で熱交
換されることが回避される。この結果、油の過加熱が防止される。このため、油排気熱回
収器で熱交換した油の温度を監視し、油の温度を制御することを省略することができる。
【００１３】
　本明細書開示の蓄熱システムでは、エンジンの潤滑油として油循環経路を循環する油が
熱交換媒体となる。そして、蓄熱槽内で蓄熱体と直接接触することにより両者間で効率よ
い熱交換が行われる。また、排気流の熱を蓄熱に利用することにより、蓄熱体の高い蓄熱
量を維持することができる。蓄熱体に蓄熱された熱は効率的に放熱され、エンジンの暖機
に利用される。
【００１４】
　エンジン温度は、エンジンの状態、特に、暖機状態を把握することができる温度であれ
ばよい。例えば、冷却水温や、シリンダブロックやシリンダヘッド内を流通する油の温度
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を採用することができる。また、シリンダブロックやシリンダヘッドの温度をエンジン温
度として採用することもできる。
【００１５】
　このエンジン温度と蓄熱槽内の油温とを比較し、その結果に基づいて、蓄熱体中を通過
する油量とバイパス経路を通過する油量とを調節する。
【００１６】
　蓄熱体中を通過する油量とバイパス経路を通過する油量とを調節する調節弁は、三方弁
を用いることができる。制御手段は、この三方弁の開度を調節することによって各経路を
通過する油量を調節する。
【００１７】
　本明細書開示の蓄熱システムでは、蓄熱体として、例えば、エリスリトールや、酢酸ナ
トリウム３水和物等、従来、公知の潜熱蓄熱材を用いることができる。潜熱蓄熱材は、蓄
熱システムの構成によって適宜選択することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本明細書開示の蓄熱システムによれば、エンジン温度と蓄熱槽内油温とを比較し、その
結果に基づいて、蓄熱体中を通過する油量とバイパス経路を通過する油量とを調節するよ
うにしたので、エンジンの状態に応じて効率よく蓄熱と放熱とを行い、システム内の効率
的な熱利用が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面と共に詳細に説明する。
【実施例１】
【００２０】
　図１、図２は、エンジン２に組み込んだ蓄熱システム１の概略構成を模式的に示した説
明図である。図１と図２とでは三方弁である調節弁１２の開弁状態が異なっている。
【００２１】
　蓄熱システム１は、エンジン２の内部の潤滑に供される油が循環する油循環経路３に組
み込まれる蓄熱槽４を備える。
【００２２】
　蓄熱槽４は、内部空間４ａを有しており、外周部分に気泡発泡樹脂からなる断熱材４ｂ
が付設されている。内部空間４ａには、油５と蓄熱体である潜熱蓄熱材６が収容される。
内部空間４ａは、油５と潜熱蓄熱材６の比重差により、油５を貯留する上層部４ａ１と潜
熱蓄熱材６を貯留する下層部４ａ２とに分けられる。
【００２３】
　蓄熱槽４の下層部４ａ２には、油供給パイプ７が設けられている。油供給パイプ７は、
油循環経路３に接続され、上層部４ａ１に開口している。また、油供給パイプ７には、油
を下層部４ａ２へ供給する多数の油供給孔７ａが形成されている。さらに、油供給パイプ
７には開閉弁７ｂが設けられている。下層部４ａ２内には潜熱蓄熱材６の温度を測定する
温度センサ８が装着されており、開閉弁７ｂは、この温度センサ８の測定値に応じて開閉
制御される。油供給パイプ７は、潜熱蓄熱材６が固体状態となっているときに蓄熱槽４内
に油５を供給できるようにするものである。潜熱蓄熱材６が固体状態であると、油５は、
潜熱蓄熱材６内を通過することができない。温度センサ８の測定値から潜熱蓄熱材６が固
体状態であると判断したときは、開閉弁７ｂを開弁し、直接上層部４ａ１に油５を供給す
るようにする。このとき、油供給孔７ａは固体状態の潜熱蓄熱材６によって閉塞されてい
る。潜熱蓄熱材６の温度が上昇して潜熱蓄熱材６が溶け始めると、油５は油供給孔７ａを
通じて潜熱蓄熱材６側へ供給されるようになる。温度センサ８の測定値に基づいて潜熱蓄
熱材６が溶け始めと判断したら開閉弁７ｂは閉弁状態とする。
【００２４】
　蓄熱システム１は、蓄熱槽４の内部に収容した潜熱蓄熱材６をバイパスするバイパス経
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路９を備えている。バイパス経路９は、蓄熱槽４の上流と下流とを接続することによって
潜熱蓄熱材６をバイパスしている。すなわち、バイパス経路９は、蓄熱槽４の上流で油循
環経路３から分岐し、蓄熱槽４の下流で油循環経路３に合流している。この分岐点１１に
は、調節弁１２が設けられている。調節弁１２は、三方弁となっており、蓄熱槽４内の潜
熱蓄熱材６を通過する油量とバイパス経路９を通過する油量とを調節する。
【００２５】
　蓄熱システム１は、油循環経路３上に電動式のフィードポンプ１０を備えている。フィ
ードポンプ１０は、図中、矢示１０ａで示す方向に油を吐出し、循環させる。蓄熱槽４は
、このフィードポンプ１０の下流に組み込まれている。油循環経路３は、蓄熱槽４の下流
側で再びエンジン２内に戻る。
【００２６】
　蓄熱システム１は、エンジン２内部で油温を測定する温度センサ１３を備えている。エ
ンジン２内部の油温は、エンジン温度の一例である。蓄熱システム１は、蓄熱槽４内に存
在する油の温度である蓄熱槽油温を測定する温度センサ１４を蓄熱槽４内に備えている。
【００２７】
　蓄熱システム１は、さらに、エンジン２内部を循環する冷却水の温度（冷却水温）を測
定する温度センサ２２を備えている。また、蓄熱システム１は、エンジン２内部に冷却水
を循環させる電動式のウォータポンプ２３を備えている。さらに、油循環経路３上に油の
吐出量センサ２４を備えている。
【００２８】
　さらに、蓄熱システム１は、本発明における制御手段として機能するＥＣＵ５０を備え
ている。ＥＣＵ５０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等からなる算術論理回路である。ＥＣＵ５０には
、開閉弁７ｂ、フィードポンプ１０、調節弁１２、温度センサ８，１３，１４，２２、ウ
ォータポンプ２３、吐出量センサ２４とそれぞれ電気的に接続されている。また、以下で
説明する制御を行うためのプログラムを格納している。
【００２９】
　以下、ＥＣＵ５０が行う制御につき説明する。ＥＣＵ５０は、潜熱蓄熱材６への蓄熱状
態とエンジン２の暖機状態とを切り替える蓄熱－暖機制御、油の過加熱を防止しつつ排気
熱を油に付与するための排気熱回収制御、油循環経路３の潜熱蓄熱材６による詰まりを解
消する詰まり解消制御を行う。
【００３０】
　まず、蓄熱－暖機制御の一例につき、図５に示したフロー図を参照しつつ説明する。
　蓄熱－暖機制御の基本的な方針は、以下の如くである。
（１）温度センサ１４によって測定した蓄熱槽内油温が、温度センサ１３によって測定し
たエンジン２内部における油温（以下、「エンジン内部油温」という。）よりも高いとき
に、潜熱蓄熱材６中を通過する油量がバイパス経路９を通過する油量よりも多くなるよう
に調節弁１２を制御する。これにより、エンジン２の暖機を促進する。
（２）温度センサ１４によって測定した蓄熱槽内油温が、温度センサ１３によって測定し
たエンジン内部油温よりも低いときに、潜熱蓄熱材６中を通過する油量がバイパス経路９
を通過する油量よりも少なくなるように調節弁１２を制御する。これにより、油循環経路
３中の熱容量を減らし、エンジン２の燃焼熱による暖機の妨げとならないようにする。
（３）温度センサ１４によって測定した蓄熱槽内油温が、温度センサ１３によって測定し
たエンジン内部油温よりも低く、かつ、エンジン２の暖機が完了したと判断したときに、
潜熱蓄熱材６中を通過する油量がバイパス経路９を通過する油量よりも多くなるように調
節弁１２を制御する。これにより、エンジン２が発する熱を潜熱蓄熱材６に蓄熱する。
【００３１】
　まず、ＥＣＵ５０は、ステップＳ１で、油温センサ１４により測定した蓄熱槽内油温と
温度センサ１３により測定したエンジン内部油温との差分が、温度Ｔ１よりも大きいか否
かの判断を行う。温度Ｔ１は、潜熱蓄熱材６の蓄熱を利用して有効にエンジン２の暖機を
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行うことができる温度差として予め規定されたものである。蓄熱槽内油温とエンジン内部
油温との差分が温度Ｔ１よりも大きく、蓄熱槽内油温がエンジン内部油温よりも高いとき
はＹＥＳと判断してステップＳ２へ進む。一方、ＮＯと判断したときはステップＳ３へ進
む。
【００３２】
　ステップＳ２では、潜熱蓄熱材６側への油の流量を増量するように調節弁１２に指令を
出す。これにより、調節弁１２は、図１に示すように蓄熱槽４側へ油を流通させる状態と
なる。この結果、潜熱蓄熱材６内を油が通過し、蓄熱された熱によって油温を上昇させる
ことができる。これによりエンジン２の暖機が促進される。
【００３３】
　ステップＳ３では、エンジン内部油温が温度Ｔ２よりも高いか否かを判断する。この温
度Ｔ２は、エンジン２の暖機が完了したか否かの判断基準となる値で、予め規定されてい
る。エンジン内部油温が温度Ｔ２よりも高ければエンジン２の暖機は完了していると判断
する。ステップＳ３でＹＥＳと判断したときは、ステップＳ４へ進む。一方、ステップＳ
３でＮＯと判断したときはステップＳ５へ進む。
【００３４】
　ステップＳ４では、ステップＳ２における処理と同様に潜熱蓄熱材６側への油の流量を
増量するように調節弁１２に指令を出す。これにより、調節弁１２は、図１に示すように
蓄熱槽４側、すなわち、潜熱蓄熱材６側へ油を流通させる状態となる。この結果、エンジ
ン２で発生した熱を潜熱蓄熱材６に蓄熱することができる。潜熱蓄熱材６の蓄熱は、次回
のエンジン２の始動時に、暖機促進に利用される。
【００３５】
　ステップＳ５では、バイパス経路９側への油の流量を増量するように調節弁１２に指令
を出す。これにより、調節弁１２は、図２に示すようにバイパス経路９側へ油を流通させ
る状態となる。この結果、油循環経路３中の熱容量を減らし、エンジン２の燃焼熱による
暖機の妨げとならないようにする。エンジン２の始動後、初期の暖機は、潜熱蓄熱材６の
蓄熱を利用して進行する。ただし、潜熱蓄熱材６の蓄熱が消費された後、エンジン２の暖
機は、自らの燃焼熱によって進行することになる。この場合、潜熱蓄熱材６に油を流通さ
せると、エンジン２の燃焼熱が潜熱蓄熱材６に奪われてしまい、却ってエンジン２の暖機
を遅らせてしまう。そこで、この場合は、バイパス経路９を通過させる。
【００３６】
　以上の説明が、蓄熱－暖機制御の一例の説明である。なお、温度センサ２２により測定
される冷却水温に基づいて暖機状態を判断する構成とすることもできる。また、調節弁１
２は、流通する油の全量を、潜熱蓄熱材６側かバイパス経路１０側のいずれかへ分配する
だけでなく、エンジン２の状態に応じて潜熱蓄熱材６側とバイパス経路９側とに所望の割
合で分配するようにしてもよい。
【００３７】
　次に、詰まり解消制御につき、図４乃至図６を参照しつつ説明する。蓄熱システム１は
、蓄熱槽４内で油５と潜熱蓄熱材６とが接触する。潜熱蓄熱材６は、温度が上昇し、融解
すると油５と混ざることがある。油５と混ざった潜熱蓄熱材６は、油循環経路３中に流出
することがある。油循環経路３中に流出した潜熱蓄熱材６が固体に状態変化すると、油循
環経路３の詰まりの原因となる。そこで、このような事態に対処するための詰まり解消制
御を行う。
【００３８】
　図４は、詰まり解消制御の一例を示すフロー図である。図５は、詰まり解消制御の他の
例を示すフロー図である。図６は、詰まり解消制御のさらに他の例を示すフロー図である
。
【００３９】
　まず、図４に示したフロー図に基づく詰まり解消制御について説明する。
　まず、ステップＳ１１では、フィードポンプ１０油吐出量を確認する。油吐出量の確認
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は、吐出量センサ２４により取得したデータに基づいて行う。この確認は、フィードポン
プ１０が通常の負荷で稼動しているタイミングで行う。ステップＳ１１の処理を終えた後
はステップＳ１２へ進む。ステップＳ１２では、ステップＳ１１で確認した油吐出量が予
め定めた吐出量Ｑ１を下回っているか否かの判断を行う。吐出量Ｑ１は、油循環経路３に
詰まりがなく、異常が認められない状態でフィードポンプ１０を通常負荷で稼動させたと
きの吐出量を基準に決定された値である。フィードポンプ１０は電動式であるので、その
負荷は電流値によって制御する。フィードポンプ１０を通常負荷で稼動しているときに吐
出量Ｑ１を下回るときは油循環経路３に固体化した潜熱蓄熱材６の詰まりが有ると仮定す
る。このステップＳ１２でＹＥＳと判断したときはステップＳ１３へ進む。一方、ステッ
プＳ１２でＮＯと判断したときは、ステップＳ１９へ進み、潜熱蓄熱材６の詰まりは無い
と判断し、処理を終了する。
【００４０】
　ステップＳ１３では、ウォータポンプ１３をｔ１秒間停止させる。ウォータポンプ１３
が停止すると、エンジン２内の冷却水の循環が停止する。これにより、エンジン２の温度
が上昇する。エンジン２の温度が上昇すると油の温度も上昇する。油の温度が上昇すると
油循環経路３内で詰まっている潜熱蓄熱材６が融解する。潜熱蓄熱材６が融解して液体と
なれば油と共に流通可能となり、詰まりは解消される。
【００４１】
　ステップＳ１３の処理に引き続き行われるステップＳ１４では、フィードポンプ１０が
通常負荷となるように指令を出す。その後、ステップＳ１５では、ステップＳ１１と同じ
要領で、再び油吐出量の確認を行う。さらに、ステップＳ１５に引き続き、ステップＳ１
６の処理を行う。ステップＳ１６では、ステップＳ１２と同じ要領で油吐出量が吐出量Ｑ
１を下回っているか否かの判断を行う。このステップＳ１６でＹＥＳと判断したときは、
ステップＳ１７へ進み、潜熱蓄熱材６の詰まりが解消しておらず、潜熱蓄熱材１６の詰ま
りが有るとの判定を行って処理を終了する。この場合、警告ランプを点灯させる等の措置
を採ることができる。
【００４２】
　一方、ステップＳ１６でＮＯと判断したときは、ステップＳ１８へ進む。ステップＳ１
８では、潜熱蓄熱材６の詰まりは解消したと判断して処理を終了する。
【００４３】
　このような制御を行うことにより、油循環経路３の詰まりを解消することができる。ひ
いては、エンジン２の暖機を促進し、潜熱蓄熱材６の蓄熱の効率を向上させることができ
る。
【００４４】
　なお、フィードポンプ１０の負荷は、電流値に代えてポンプ回転数から把握するように
してもよい。油吐出量の低下は、油流量低下、エンジン内油圧低下、エンジン内部油温と
油温センサ２１により取得した油循環経路３における油温との差が予め取得した適合値よ
りも大きいか否か等に基づいて判断する構成とすることができる。
【００４５】
　次に、詰まり解消制御の他の例について図５に示したフロー図を参照しつつ説明する。
【００４６】
　図５に示したフロー図が、図４に示したフロー図と異なる点は、図４に示したフロー図
におけるステップＳ１３の処理と図５に示したフロー図におけるステップＳ２３の処理で
ある。他の処理は、双方の制御に共通している。すなわち、図５に示したフロー図におけ
るステップＳ２１、ステップＳ２２の処理は、図４に示したフロー図におけるステップＳ
１１とステップＳ１２と共通である。また、ステップＳ２４乃至ステップＳ２９の処理は
、ステップＳ１４乃至ステップＳ１９の処理と共通する。共通する処理については、その
詳細な説明は省略する。
【００４７】
　ステップＳ２３では、フィードポンプ１０の負荷を上昇させる。フィードポンプ１０の
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負荷を増大させ、油流量を増大させて、詰まりを押し流すことを試みる。このようにフィ
ードポンプ１０の負荷を増大させることによっても潜熱蓄熱材６による詰まりを解消する
ことができる。
【００４８】
　次に、詰まり解消制御のさらに他の例について図６に示したフロー図を参照しつつ説明
する。
【００４９】
　図６にフロー図を示した詰まり解消制御は、図３にフロー図を示した蓄熱－暖機制御に
、新たにステップＳ３－１、ステップＳ３－２の処理を加えたものとなっている。すなわ
ち、ステップＳ３の処理の後にステップＳ３－１、ステップＳ３－２の処理を行う。図３
にフロー図を示した蓄熱－暖機制御では、ステップＳ３においてＹＥＳと判断したときは
、即座に潜熱蓄熱材６側への流量を増加させている。これにより潜熱蓄熱材６へ蓄熱して
いる。詰まり解消制御では、ステップＳ３の処理の後、ステップＳ３－１で油吐出量を確
認する。また、これに引き続き、ステップＳ３－２において油吐出量がＱ１を下回ってい
るか否かを判断する。この結果、ＹＥＳと判断された場合、ステップＳ５へ進む。すなわ
ち、バイパス経路９側の油流量を増加させる。このような制御を行うのは以下の理由によ
る。
【００５０】
　エンジン内部油温に基づいてエンジン２が暖機を完了したと判断した後、油を潜熱蓄熱
材６側へ流せば、蓄熱することができる。これに対し、暖機が完了したにもかかわらず油
をバイパス経路９へ流通させると、潜熱蓄熱材６に蓄熱することがなく、油循環経路３を
循環する油の温度が上昇する。油循環経路３における油温が上昇すれば、固体となって詰
まりの原因となっている潜熱蓄熱材６を融解し、液体に戻すことができる。これにより、
油循環経路３の詰まりを解消することができる。
【００５１】
　以上、説明したように、蓄熱システム１によれば、エンジン２の状態に応じて効率よく
蓄熱と放熱とを行い、システム内の効率的な熱利用が可能となる。
【実施例２】
【００５２】
　次に、実施例２について説明する。実施例２の蓄熱システム５５は、実施例１の蓄熱シ
ステム１の構成に加え、さらに、排気管１５内を流通するエンジン２の排気流とエンジン
２の冷却水との間で熱交換を行う冷却水排気熱回収器１６を備えている。冷却水排気熱回
収器１６には、排気管１５と冷却水が流通する冷却水管１７とが引き込まれている。図９
は、冷却水排気熱回収器１６の内部構成を示している。排気管１５は、冷却水排気熱回収
器１６の内部で主管１５ａとこれをバイパスするバイパス管１５ｂとに分かれている。バ
イパス管１５ｂは、冷却水管１７と当接するように配置されている。主管１５ａとバイパ
ス管１５ｂとの分岐点には、切替弁１８が設けられている。切替弁１８は、排気流を主管
１５ａに流すか、バイパス管１５ｂに流すかを切り替えるもので、本発明における冷却水
排気熱回収切替手段の一例である。切替弁１８によって排気流をバイパス管１５ｂ側へ流
通させると冷却水に排気熱が回収される。
【００５３】
　蓄熱システム５５は、さらに、排気管１５内を流通するエンジン２の排気流と油循環経
路３を循環する油との間で熱交換を行う油排気熱回収器１９を備えている。油排気熱回収
器１９は、排気流に対し、冷却水排気熱回収器１６よりも下流に配置される。これにより
、油排気熱回収器１９には、冷却水排気熱回収器１６に導入される排気流よりも温度が低
い排気流が導入される。油排気熱回収器１９には、排気管１５と油循環経路３とが引き込
まれている。図１０は、油排気熱回収器１９の内部構成を示している。排気管１５は、油
排気熱回収器１９の内部で主管１５ａとこれをバイパスするバイパス管１５ｃとに分かれ
ている。バイパス管１５ｃは、油循環経路３と当接するように配置されている。主管１５
ａとバイパス管１５ｃとの分岐点には、切替弁２０が設けられている。切替弁２０は、排
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気流を主管１５ａに流すか、バイパス管１５ｃに流すかを切り替えるもので、本発明にお
ける油排気熱回収切替手段の一例である。切替弁２０によって排気流をバイパス管１５ｃ
側へ流通させると油に排気熱が回収される。
【００５４】
　蓄熱システム５５は、油循環経路３の油排気熱回収器１９の下流に、油循環経路３を流
通する油の温度を測定する温度センサ２１を備えている。油循環経路３を循環する油の油
温は、エンジン２内部に設けられた温度センサ１３によって測定することができる。それ
にもかかわらず温度センサ２１を備えているのは、以下の理由による。油は過加熱となる
と劣化や発火のおそれがある。このため、油が過加熱とならないように制御する必要があ
る。油循環経路３を循環する油は、油排気熱回収器１９において排気流から熱を得る。こ
のため、油温は油排気熱回収器１９の下流で高くなる。そこで、油の過加熱を回避するた
めの制御は、油排気熱回収器１９の下流の油温に基づいて制御を行うことが望ましい。こ
のような理由から油排気熱回収器１９の下流に、温度センサ２１を備えている。一方、温
度センサ１３は、エンジン２の暖機状態等、エンジン２の状態を判断するときに利用され
る油温の測定を行う。
【００５５】
　温度センサ２１、切替弁１８，２０は、ＥＣＵ５０に電気的に接続されている。その他
の構成要素については、実施例１の蓄熱システム１と基本的に異なるところはないので、
共通する構成要素については、図面中、同一の参照番号を付して、その詳細な説明は省略
する。
【００５６】
　このような蓄熱システム５５においても、実施例１の蓄熱システム１と同様の蓄熱－暖
機制御、詰まり解消制御が行われる。蓄熱－暖機制御は、図３に示したフロー図に基づい
て行われ、詰まり解消制御は、図４乃至図６に示したフロー図のいずれかに基づいて行わ
れるため、ここでは、その詳細な説明は省略する。
　蓄熱システム５５では、蓄熱－暖機制御、詰まり解消制御に加え、廃棄熱回収制御が行
われる。排気熱回収制御の一例につき、図１１に示したフロー図、図１２に示したフロー
図を参照しつつ説明する。
【００５７】
　排気熱回収制御の目的は、油の過加熱を防止しつつ排気熱を油に付与し、効率よく潜熱
蓄熱材６に蓄熱することである。具体的には、冷却水排気熱回収器１６内に組み込まれた
切替弁１８と、油排気熱回収器１９に組み込まれた切替弁２０を制御する。切替弁１８と
切替弁２０は、その要求に応じて別個に開弁状態を変更することができる。切替弁１８を
制御し、図９（ａ）に示すようにバイパス管１５ｂへ排気流を流すようにすれば、冷却水
を温めることができる。冷却水を温めることにより、エンジン２の暖機を促進することが
できる。切替弁２０を制御し、図１０（ａ）に示すようにバイパス管１５ｃへ排気流を流
すようにすれば、油を温めることができる。油を温めることにより、暖機の促進、潜熱蓄
熱材６への蓄熱を促進することができる。ただし、油の過加熱は回避しなければならない
。
【００５８】
　図１１は、油排気熱回収器１９に組み込まれた切替弁２０の通常の制御フロー図である
。まず、ステップＳ３１において、油温センサ１３で測定されたエンジン内部油温が温度
Ｔ４よりも低いか否かを判断する。温度Ｔ４は、油が過加熱となることがなく使用するこ
とができる推奨温度範囲の上限値として予め定められた値である。温度Ｔ４は、温度Ｔ２
よりも高い値である。ステップＳ３１でＹＥＳと判断したとき、すなわち、エンジン内部
油温が温度Ｔ４よりも低いと判断したときは、ステップＳ３２へ進む。ステップＳ３２で
は、切替弁２０が排気熱回収側、すなわち、バイパス管１５ｃへ排気流を流すように指令
を出す。これにより、切替弁２０は、図１０（ａ）に示すように排気流をバイパス管１５
ｃへ流す状態となる。バイパス管１５ｃは油循環経路３と当接しているため、油の温度は
上昇する。この結果、エンジン２の暖機効果、潜熱蓄熱材６への蓄熱効果が向上する。
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【００５９】
　一方、ステップＳ３１でＮＯと判断したときは、エンジン内部油温が温度Ｔ４よりも高
いと判断したときは、ステップＳ３３へ進む。ステップＳ３３では、切替弁２０が排気熱
非回収側、すなわち、主管１５ａへ排気流を流すように指令を出す。これにより、切替弁
２０は、図１０（ｂ）に示すように排気流を主管１５ａへ流す状態となる。主管１５ａは
油循環経路３との間に距離を有するため、油の温度の上昇は抑制される。この結果、油の
過加熱が抑制される。
【００６０】
　図１２は、冷却水排気熱回収器１６に組み込まれた切替弁１８の制御を主とした制御フ
ローである。まず、ステップＳ４１で冷却水温が温度Ｔ２よりも低いか否かを判断する。
この温度Ｔ２は、冷却水温の推奨温度として規定されるもので、エンジン２の暖機が完了
したか否かの判断基準となる値と同じ値が採用されている。すなわち、温度Ｔ２は、図３
に示したフロー図におけるステップＳ３における値と同じ値である。
【００６１】
　ステップＳ４１でＹＥＳと判断したとき、すなわち、冷却水温が温度Ｔ２よりも低いと
判断したときは、ステップＳ４２へ進む。ステップＳ４２では、切替弁１８が排気熱回収
側、すなわち、バイパス管１５ｂへ排気流を流すように指令を出す。これにより、切替弁
２０は、図９（ａ）に示すように排気流をバイパス管１５ｂへ流す状態となる。バイパス
管１５ｂは、冷却水管１７と当接しているため、冷却水の温度は上昇する。この結果、エ
ンジン２の暖機が促進される。
【００６２】
　一方、ステップＳ４１でＮＯと判断したとき、すなわち、冷却水温が温度Ｔ２よりも高
いと判断したときは、ステップＳ４３へ進む。ステップＳ４３では、エンジン内部油温が
温度Ｔ５よりも高いか否かの判断を行う。温度Ｔ５は、油の過加熱を回避する閾値として
予め設定した値である。温度Ｔ５は、油が過加熱状態となる危険値よりも低い温度範囲内
で、温度Ｔ４とは異なる値を任意に設定することができる。本実施例では、温度Ｔ５は、
温度Ｔ２、温度Ｔ４よりも高い値としている。ステップＳ４３でＹＥＳと判断したとき、
すなわち、エンジン内部油温が温度Ｔ５よりも高いと判断したときは、ステップＳ４４へ
進む。ステップＳ４４では、冷却水温が温度Ｔ３よりも低いか否かを判断する。温度Ｔ３
は、エンジン２のオーバーヒート判定温度に対して余裕を持たせた値として予め設定した
値である。ステップＳ４４でＹＥＳと判断したとき、すなわち、冷却水温が温度Ｔ３より
も低いと判断したときは、ステップＳ４５へ進む。
【００６３】
　ステップＳ４５では、冷却水排気熱回収器１６の切替弁１８が排気熱回収側、すなわち
、バイパス管１５ｂへ排気流を流すように指令を出す。これにより、切替弁２０は、図９
（ａ）に示すように排気流をバイパス管１５ｂへ流す状態となる。バイパス管１５ｂは、
冷却水管１７と当接しているため、排気流の温度は低下する。その一方で、冷却水の温度
は上昇する。しかし、この制御が行われる前提として冷却水温は温度Ｔ３よりも低くなっ
ていることから、オーバーヒートは回避される。
　また、ステップＳ４５では、図１１に制御フローを示した切替弁２０の通常の制御にか
かわらず、油排気熱回収器１９の切替弁２０が排気熱回収側、すなわち、バイパス管１５
ｃへ排気流を流すように指令を出す。これにより、切替弁２０は、図１０（ａ）に示すよ
うに排気流をバイパス管１５ｃへ流す状態となる。バイパス管１５ｃは油循環経路３と当
接している。ただし、バイパス管１５ｃを流れる排気流の温度は、排気流が冷却水排気熱
回収器１６を通過することにより、低下している。このため、油温上昇を抑制することが
できる。このような制御を行うことにより、油の過加熱を防止しつつ、継続した油への排
気熱付与を行うことができる。この結果、潜熱蓄熱材６への蓄熱効果が向上する。
【００６４】
　一方、ステップＳ４３でＮＯと判断した場合、すなわち、エンジン内部油温が温度Ｔ５
よりも低いと判断したときは、ステップＳ４６へ進む。また、ステップＳ２４でＮＯと判
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断したとき、すなわち、冷却水温が温度Ｔ３よりも高いと判断したときもステップＳ２６
へ進む。
【００６５】
　ステップＳ４６では、冷却水排気熱回収器１６の切替弁１８が排気熱非回収側、すなわ
ち、主管１５ａへ排気流を流すように指令を出す。これにより、切替弁２０は、図９（ｂ
）に示すように排気流を主管１５ａへ流す状態となる。主管１５ａは冷却水管１７との間
に距離を有するため、冷却水の温度の上昇は抑制される。
【００６６】
　ステップＳ４６の処理を行う前提としてステップＳ４１におけるＮＯ判定がある。すな
わち、冷却水は十分に温まっている。そして、ステップＳ４３においてＮＯと判断したこ
とによってステップＳ４６の処理を行う場合には、エンジン内部油温が温度Ｔ５よりも低
いことになる。従って、油の過加熱のおそれは少ない。このため油排気熱回収器１９へ供
給する排気流の温度を低下させなくてもよい。以上の理由により、冷却水排気熱回収器１
６では、排気流と冷却水との熱交換は行わない。
【００６７】
　また、ステップＳ４４においてＮＯと判断したことによってステップＳ４６の処理を行
う場合には、冷却水温が温度Ｔ３よりも高い。従って、この状態からさらに排気流の熱を
得ると、オーバーヒートのおそれがある。そこで、冷却水排気熱回収器１６では、排気流
と冷却水との熱交換は行わない。
【００６８】
　以上のような排気熱回収制御を行うことにより、エンジン２の早期暖機、また、油の過
加熱を防止しつつ潜熱蓄熱材６への効率のよい蓄熱を行うことができる。
【実施例３】
【００６９】
　次に、本発明の実施例３につき、図１３を参照しつつ説明する。実施例３の蓄熱システ
ム６０は、実施例２における冷却水排気熱回収器１６に代えて冷却水排気熱回収器６１を
備えている。また、実施例３の蓄熱システム６０は、実施例２における油排気熱回収器１
９に代えて、油排気熱回収器６２を備えている。
【００７０】
　冷却水排気熱回収器６１は、冷却水排気熱回収器１６と異なり、内部に切替弁１８に相
当する構成要素は有していない。すなわち、冷却水排気熱回収器６１は、排気流が流通す
る排気管１５と冷却水管１７とが当接するように配置されているのみである。
【００７１】
　また、油排気熱回収器６２は、冷却水排気熱回収器６１で熱交換を行った冷却水と油循
環経路３を循環する油との間で熱交換を行う。すなわち、油排気熱回収器１９と異なり、
排気流と油との熱交換は行わない。これに伴い、油排気熱回収器１９と異なり、内部に切
替弁２０に相当する構成要素は有していない。
【００７２】
　なお、実施例３の蓄熱システム６０は、実施例２の蓄熱システム１が備えていた油温セ
ンサ２１は、制御に利用されることがないため、取り外してある。その他の構成要素につ
いては、実施例２の蓄熱システム５５と基本的に異なるところはないので、共通する構成
要素については、図面中、同一の参照番号を付して、その詳細な説明は省略する。
【００７３】
　また、実施例１の蓄熱システム１が行う蓄熱－暖機制御は、実施例３の蓄熱システム６
０においても同様に行われる。さらに、実施例１の蓄熱システム１が行う詰まり解消制御
も同様に行うことができる。ただし、実施例２の蓄熱システム５５が行う排気熱回収制御
については不要となる。以下、この理由について説明する。
【００７４】
　実施例２において、排気熱回収制御を行う理由のひとつとして、油の過加熱防止がある
。実施例３の蓄熱システム６０では、油循環経路３を流通する油は、冷却水管１７を流通
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する冷却水を介して排気流の熱を得る。このため、冷却水の沸点以上で熱交換されること
が回避される。この結果、油の過加熱が防止される。このため、油排気熱回収器で熱交換
した油の温度を監視し、油の温度を制御することを省略することができる。
【００７５】
　以上の理由により、実施例３の蓄熱システム６０では、排気熱回収制御が不要となる。
これに伴い、上記のように実施例３の蓄熱システム６０は、実施例２の蓄熱システム５５
が備えていた油温センサ２１は、取り外されている。
【００７６】
　以上、説明したように、蓄熱システム６０によれば、実施例１の蓄熱システム１、実施
例２の蓄熱システム５５と同様にエンジン２の状態に応じて効率よく蓄熱と放熱とを行い
、システム内の効率的な熱利用が可能となる。また、これに加え、排気熱回収制御が不要
となり、これに伴う構成要素の省略が可能となるので簡易な構成とすることができる。
【実施例４】
【００７７】
　次に、本発明の実施例４について、図１２４、図１５を参照しつつ説明する。実施例４
の蓄熱システム７０が実施例２の蓄熱システム５５と異なる点は、蓄熱システム５５にお
けるバイパス経路９をバイパス経路７１に置き換えた点である。また、フィードポンプ１
０が設置されていた箇所にスカベンジポンプ７２を装着し、これに伴ってフィードポンプ
１０を蓄熱槽４の下流に移設している。
【００７８】
　その他の構成要素については、実施例２の蓄熱システム５５と基本的に異なるところは
ないので、共通する構成要素については、図面中、同一の参照番号を付して、その詳細な
説明は省略する。
【００７９】
　また、実施例１の蓄熱システム１が行う蓄熱－暖機制御は、実施例４の蓄熱システム７
０においても同様に行う。さらに、実施例１の蓄熱システム１が行う詰まり解消制御、実
施例２の蓄熱システム５５が行う排気熱回収制御も同様に行うことができる。
【００８０】
　実施例４の蓄熱システム７０は、ドライサンプ方式の油供給システムに対応したものと
なっている。蓄熱システム７０では、蓄熱槽４がオイルを貯留するためのタンクとして利
用されている。
【００８１】
　実施例２の蓄熱システム５５におけるバイパス経路９は、調節弁１２で油循環経路３か
ら分岐し、蓄熱槽４の下流で再び油循環経路３に合流している。これに対し、バイパス経
路７１は、調節弁１２で分岐した後、蓄熱槽４の油５が貯留されている上層部４ａ１に導
入されている。ドライサンプ方式では、油の気液分離を行うため、油５が貯留された上層
部４ａ１を経由させる必要がある。図１４は、潜熱蓄熱材６側へ油を流通させる調節弁１
２の状態を示している。油は、潜熱蓄熱材６を通過した後、油５を貯留した上層部４ａ１
を通過する。図１５は、潜熱蓄熱材６をバイパスする調節弁１２の状態を示している。油
は、直接、上層部４ａ１に流入する。このように、調節弁１２がどちらの状態になってい
ても、油は蓄熱槽４内の油５を貯留した上層部４ａ１を経由することになる。これにより
、油の気液分離を行うことができる。
【００８２】
　以上説明したように、蓄熱システム７０は、ドライサンプ方式の油供給システムを採用
したエンジン２にも対応することができ、エンジン２の状態に応じて効率よく蓄熱と放熱
とを行い、システム内の効率的な熱利用が可能となる。
【実施例５】
【００８３】
　次に、実施例５について図１６を参照しつつ説明する。
【００８４】
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　実施例５の蓄熱システム８０は、エンジン２の排気流から受熱するヒートパイプ８１と
、このヒートパイプを介して油循環経路３を循環する油に熱を付与する油排気熱回収器８
２と、を備えている。ヒートパイプ８１は、油の過加熱温度域の熱伝達を遮断する作動液
が封入されている。
【００８５】
　すなわち、実施例２の蓄熱システム５５が備える冷却水排気熱回収器１６に代えてヒー
トパイプ８１を備えている。また、油排気熱回収器１９に代えて油排気熱回収器８２を備
えている。
【００８６】
　ヒートパイプ８１は、内部に封入された作動液が気化する際に排気流から熱を奪う。そ
して、気化した作動液が他端側に移動して再び液体に戻るときに放熱する。放熱した熱は
油排気熱回収器８２において油循環経路３中の油に付与される。油排気熱回収器８２は、
油排気熱回収器１９と異なり、内部に切替弁２０に相当する構成要素は有していない。
【００８７】
　なお、その他の構成要素については、実施例２の蓄熱システム５５と基本的に異なると
ころはないので、共通する構成要素については、図面中、同一の参照番号を付して、その
詳細な説明は省略する。
【００８８】
　また、実施例１の蓄熱システム１が行う蓄熱－暖機制御は、実施例５の蓄熱システム８
０においても同様に行われる。さらに、実施例１の蓄熱システム１が行う詰まり解消制御
も同様に行うことができる。ただし、実施例２の蓄熱システム５５が行う排気熱回収制御
については不要となる。以下、この理由について説明する。
【００８９】
　ヒートパイプ８１は、上記のような、メカニズムで排気熱を油循環経路３中の油に熱を
付与する。そこで、適切な蒸発温度を有する作動液を選択することにより、熱伝達を行う
ことができる温度領域を設定することができる。ヒートパイプ８１には、油の過加熱温度
域の熱伝達を遮断する作動液が封入されている。これにより、油の過加熱を防止すること
ができる。この際、格別の制御は不要となる。
【００９０】
　以上の理由により、排気熱回収制御は不要となる。このように、蓄熱システム８０によ
れば、実施例１の蓄熱システム１、実施例２の蓄熱システム５５と同様にエンジン２の状
態に応じて効率よく蓄熱と放熱とを行い、システム内の効率的な熱利用が可能となる。こ
れに加え、排気熱回収制御が不要となり、これに伴う構成要素の省略が可能となるので簡
易な構成とすることができる。
【００９１】
　上記実施例は本発明を実施するための例にすぎず、本発明はこれらに限定されるもので
はなく、これらの実施例を種々変形することは本発明の範囲内であり、更に本発明の範囲
内において、他の様々な実施例が可能であることは上記記載から自明である。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】エンジンに組み込んだ蓄熱システムの概略構成を模式的に示し、調節弁を、潜熱
蓄熱材側に油を流す状態とした説明図である。
【図２】エンジンに組み込んだ蓄熱システムの概略構成を模式的に示し、調節弁を、バイ
パス経路側に油を流す状態とした説明図である。
【図３】蓄熱－暖機制御の一例を示すフロー図である。
【図４】詰まり解消制御の一例を示すフロー図である。
【図５】詰まり解消制御の他の例を示すフロー図である。
【図６】詰まり解消制御のさらに他の例を示すフロー図である。
【図７】実施例２のエンジンに組み込んだ蓄熱システムの概略構成を模式的に示し、調節
弁を、潜熱蓄熱材側に油を流す状態とした説明図である。
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【図８】実施例２のエンジンに組み込んだ蓄熱システムの概略構成を模式的に示し、調節
弁を、バイパス経路側に油を流す状態とした説明図である。
【図９】冷却水排気熱回収器の内部構造を示し、図９（ａ）は、排気流をバイパス管へ流
す状態を示す図で、図９（ｂ）は、排気流を主管へ流す状態を示す図である。
【図１０】油排気熱回収器の内部構造を示し、図１０（ａ）は、排気流をバイパス管へ流
す状態を示す図で、図１０（ｂ）は、排気流を主管へ流す状態を示す図である。
【図１１】排気熱回収制御における油排気熱回収器の制御の一例を示すフロー図である。
【図１２】排気熱回収制御における主として冷却水排気熱回収器の制御の一例を示すフロ
ー図である。
【図１３】実施例３におけるエンジンに組み込んだ蓄熱システムの概略構成を模式的に示
した説明図である。
【図１４】実施例４におけるエンジンに組み込んだ蓄熱システムの概略構成を模式的に示
し、調節弁を、潜熱蓄熱材側に油を流す状態とした説明図である。
【図１５】実施例４におけるエンジンに組み込んだ蓄熱システムの概略構成を模式的に示
し、調節弁を、バイパス経路側に油を流す状態とした説明図である。
【図１６】実施例５におけるエンジンに組み込んだ蓄熱システムの概略構成を模式的に示
した説明図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１，５５，６０，７０，８０…蓄熱システム
　２…エンジン　　　　　　　　　　３…油循環経路
　４…蓄熱槽　　　　　　　　　　　５…油
　６…潜熱蓄熱材　　　　　　　　　７…油供給パイプ
　７ａ…油供給孔　　　　　　　　　７ｂ…開閉弁
　８，１３，１４，２１，２２…温度センサ
　９…バイパス経路　　　　　　　　１０…フィードポンプ
　１２…調節弁　　　　　　　　　　１５…排気管
　１５ａ…主管　　　　　　　　　　１５ｂ，１５ｃ…バイパス管
　１６，６１…冷却水排気熱回収器　１７…冷却水管
　１８，２０…切替弁　　　　　　　１９，６２，８２…油排気熱回収器
　２３…ウォータポンプ　　　　　　２４…吐出量センサ
　５０…ＥＣＵ　　　　　　　　　　７２…スカベンジポンプ



(16) JP 2010-7500 A 2010.1.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 2010-7500 A 2010.1.14

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP 2010-7500 A 2010.1.14

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(19) JP 2010-7500 A 2010.1.14

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(20) JP 2010-7500 A 2010.1.14

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｆ０１Ｍ   7/00    　　　Ａ          　　　　　

(72)発明者  木野村　茂樹
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  天野　貴士
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  弓指　直人
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  亀嶋　保
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  東　康夫
            兵庫県神戸市西区高塚台１丁目５番５号　株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内
(72)発明者  高橋　和雄
            兵庫県神戸市西区高塚台１丁目５番５号　株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内
Ｆターム(参考) 3G013 BB18  BB24  DA00  EA05  EA06  EA07 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

